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栗本係員

無余地性の基準の適用を除外することができることとする許可基準の特例の創設か…。

竹林係員

難しそうな顔をしていますけど、何を見ているんですか？

栗本係員

この前、説明会に行ってきた都市再生特別措置法の改正に伴う特例道路占用制度等について勉強してい

るところなんだ。これからの業務のためにも、竹林さんも一緒に勉強してみようか。まずは一通り 10 月

20 日付けの通知を読んでみて。

竹林係員

はい。

＜道路法施行令の改正＞

栗本係員

もう読み終わったかな。

竹林係員

はい。一通り目を通しました。

栗本係員

では、今回の道路法施行令の改正点としてどのようなことがあるか分かったかな。

竹林係員

道路法施行令の改正では、食事施設等が新たな占用物件として追加されました。

また、従前、高度地区内の高速自動車国道又は自動車専用道路等に限り認められていた、道路の上空に

設ける事務所等が、特定都市道路においても認められることとなりました。（資料 1 参照）

栗本係員

そうだね。道路法施行令第 7 条の改正としてはその 2 点があるね。それ以外の改正は？

竹林係員

はい。食事施設等が新たな占用物件として追加されたことに伴い、道路法施行令第 11 条の 7 の占用物

件の場所の基準が追加されました。（資料 2 参照）

栗本係員

お見事！では、食事施設等の占用の場所の基準、構造等はどうなっているかな。
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竹林係員

歩行者等が通行することができる歩道等の幅員を確保すること、原則として交差点等の地上に設けない

ことなどが占用の場所の基準です。

構造等については、道路の交通に及ぼす支障をできる限り少なくすること、車両の運転者の視野を妨げ

ないものであることなどです。

栗本係員

そうだね。例えば、人気の高いお店が食事施設等を設けた場合には、お客さんが多数来店して行列が出

来ることもあると思うんだ。そうなると道路交通に支障が生じることになるから、占用の許可の条件には

必要に応じて、駐車場の確保、行列の整序等を行うことなどを条件に付すこととしているんだよ。

竹林係員

そうですよね。私のお気に入りのお店もいつも混んでいるのに、駐車場が足りないんですよね。

栗本係員

まちのにぎわいのためにはそんな人気店ができることは良いことなんだろうけど、その結果として違法

駐車が横行したり、行列によって通行に支障を生じさせたりしたらいけないからこういう条件を付すこと

にしてあるんだよ。

竹林係員

ところで、改正後の道路法施行令第 7 条第 6 号の食事施設等は、オープンカフェやキオスクを道路上に

置けるようにする、ってことですよね？今までも路上イベントでオープンカフェをやってましたし、道路

区域内にある地下鉄構内にはキオスクがあったと思うんですけど、あれは実は違法だったんですか？

栗本係員

オープンカフェは、テーブルや椅子、パラソルといった物件を個別に許可することで結果的に一体とし

て「オープンカフェ」という機能を果たしていたよね。今回の改正で、それらを一体の施設とみなし、「食

事施設」として許可できるようにしたんだ。これまで、今日はお客さんが多いから椅子の数を増やそうか

な、と思っても許可変更をとる必要があったけど、食事施設なら許可された範囲内で増減させることが認

められ、占用主体の自由度が増すんだよ。

また、キオスクは道路法第 32 条第 1 項第 6 号の「露店」として許可しているけど、飽くまで土地に固

着せず簡易に除却できるもの、つまり一時的に設けるものだったんだ。購買施設は、ある程度の期間継続

的に設置されるもの、と整理されているよ。今後は、占用主体が設置しようとしているものの性格を判断

して、「露店」と「購買施設」とをしっかり使い分けなければいけないよ。

竹林係員

どの施設に該当するかによって占用料の額も大きく違いますから、間違わないようにしないと。

栗本係員

占用料といえば、今回の道路法施行令改正で道路の上空に設ける施設等の占用料の額の計算式も変わっ

ているから気をつけてね。

＜特例道路占用制度＞

栗本係員

次に、都市再生特別措置法の改正により導入された特例道路占用制度について見てみようか。この制度

では、都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定める施設

等について都市再生整備計画に記載することができるようになっているよね（資料 3 参照）
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では、この政令で定める施設等とは具体的には何かな。

竹林係員

広告塔等、食事施設等、自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するものです。（資料 4 参照）

栗本係員

これらの施設については、道路管理者が定めた特例道路占用区域内において都市再生特別措置法施行令

で定める基準に適合するものであるときは、無余地性の基準を除外することのできる特例が設けられたよ

ね。（資料 5 参照）

では、この政令で定める基準としてどういうものがあるかな。

竹林係員

占用物件を設置したときの歩道等の余地が道路構造令に規定する幅員であることや、広告塔等の表示部

分を車両の運転者から見えにくくするための措置が講ぜられていること等です。（資料 6 参照）

栗本係員

そうだね。次は、占用特例の運用手続について整理しようか。

まず、市町村が占用特例について都市再生整備計画に記載しようとするときは、道路管理者及び都道府

県公安委員会に協議して同意を得なければならないと定められたけど、この協議の際には、道路管理者と

してどのようなことについて検討して判断をすればいいんだろう。（資料 7 参照）

竹林係員

道路の構造や交通の状況、将来の道路計画との整合等、道路占用許可を行い得るか否かを考慮して判断

することになります。

また、道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置方策が十分なものであることを確認

することも必要です。

栗本係員

同意を行う際には、都市再生整備計画が変更等されたときに占用者に対する監督処分等の措置が必要に

なる場合もあるから、計画変更等に起因して生じた紛争には市町村が主体的に対応すること、監督処分に

伴う損失補償を求める場合があることなども市町村との間で確認しておく必要があるよね。そうしないと、

自分たちが原因ではなくても監督処分に伴う費用等を道路管理者が負担することになってしまうからね。

道路管理者はそのあと、特例道路占用区域を指定することになるけど、その際に行わなくてはならない

ことは何かな。

竹林係員

あらかじめ市町村の意見を聴くとともに、指定しようとする区域を管轄する警察署長に協議しなければ

なりません。また、指定する旨並びに指定の区域及び施設等の種類を公示しなければなりません。

ところで、この公示方法は、事務所の備付け、ホームページへの掲載その他の方法により公示するよう

になっておりますが、公示の期間はどのくらいが適当なのでしょうか。

栗本係員

公示の期間は、道路区域の決定等の従前行われている公示の期間を参考に公示期間を設定すればいいと

思うよ。

特例道路占用区域を指定した場合には、原則として特例道路占用区域にかかる占用主体の選定のための

委員会（以下「選定委員会」という。）を設置して、設ける施設等に係る提案の募集要領案の策定を行う

こととされているよね。道路管理者は、この提案募集要領を踏まえて募集を行った上で、選定委員会にお

ける選定結果を踏まえて、占用許可を行うこととなるんだよ。元々、道路は公益性の高い空間だから、み
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んなが公平に利用できるような仕組みにしたということだね。

竹林係員

選定委員会の構成員は、道路管理者、関係地方自治体、都道府県公安委員会、学識経験者等とされてい

ますが、どういった学識経験のある者を委員とすればいいのでしょうか。

栗本係員

都市政策分野等まちづくりの見識がある者が考えられるよね。

竹林係員

実際の占用許可を行う際には、通常の占用許可と同様の取扱いで良いのでしょうか。

栗本係員

そうだね、基本は通常の占用許可と何ら変わらないよね。ただ、都市再生特別措置法第 46 条第 10 項に

定められている道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃等の措置を記載した書面を添付してもら

い、その内容が提案募集時に提出された措置内容に準じた内容であることを確認する必要があるよね。当

然、措置内容が確認出来ない場合には、許可を与えることはできないよね。

竹林係員

特別な占用許可条件とかは必要となるのでしょうか。

栗本係員

個別の物件の占用許可条件は後で整理するとして、全般的に条件としては、清掃等の履行を担保するこ

と、占用許可の更新回数を限定したりして、既得権益化しないよう担保することなどを条件とする必要が

あるよ。

さてと、では、個別の物件ごとに占用許可基準等を見てみようか。

竹林係員

はい。

栗本係員

広告塔等について、占用特例の対象となるのはどのようなものかな。

竹林係員

良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するものです。道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃

その他の措置により、道路交通環境が相当程度向上することが想定されるものです。

栗本係員

そうだね。では、占用の場所についてはどういう基準があるかな。

竹林係員

歩行者等が通行することができる歩道等の幅員を確保すること、道路の上空通路等への設置においては、

当該通路等の設置目的を害さない場所で、当該施設の占用者が安全と認めた場所であること等の基準があ

ります。

栗本係員

占用特例であっても、道路法施行令の占用物件の設置基準等は当然遵守しなければならないから、気を

つけようね。

構造についてどうかな。

竹林係員

道路の交通に及ぼす支障をできる限り少なくするものであること、車両の運転者の視野を妨げないもの、

表示部分を車両の運転者から見えにくくするための措置が講ぜられたものであることなどの構造でなくて
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はなりません。

栗本係員

占用の許可を行うに当たっては、一般的な占用の許可の条件のほか、必要に応じて、落下等がないよう

に定期的に点検等を実施するとともに、落下等が生じた場合には速やかに改修等の措置を行うことなどが

必要になるから、許可条件書を作成するときには留意しようね。

竹林係員

ところで、広告の掲載内容を変更することもあるかと思うのですが、広告物・ポスター等の掲出内容を

変更するときには新たに占用許可の変更申請は必要になるのですか。

栗本係員

広告塔等自体を変更するわけではなく掲出内容を変更するだけであれば、それは「道路の占用の軽易な

変更」として取り扱われるから、現行の規定においても変更許可の必要はないよ。

では、次に食事施設等についてだけど、特例道路占用制度を活用する場合には占用主体に係る許可基準

が緩和されているのはなぜかな。

竹林係員

えーと…。ちょっとわかりません。
栗本係員

食事施設等の一般的な占用許可基準で占用主体に言及しているのは、当該施設の公共性がまちのにぎわ

いに資する点に求められているからであり、占用主体の決定に地方公共団体の関与を得るのが妥当と考え

られたからだよね。特例道路占用制度を活用する場合、そもそもそこに食事施設等があることが都市の再

生に資すると地方公共団体が考えて都市再生整備計画を作るため、あえて占用主体の許可基準として地方

公共団体の関与を求める必要がないからだよ。

あと、占用主体に係る許可基準を緩和する一方で、最低限必要な基準として管理能力があることや暴力

団ではないことを挙げているよね。食事施設等は収益性のあるものだから、いわゆる反社会的勢力の介入

を招かないように気をつけないとね。

自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するものについては、どのようなものが占用特例の対

象となるかな。

竹林係員

特定の者にのみサービスが提供されるものではないものです。

栗本係員

そうだね。では、どのような構造である必要があるかな。

竹林係員

自転車駐車器具の設置により新たに道路上に死角を生じさせるものではない構造でなくてはなりませ

ん。やむを得ず死角が生ずる場合には、死角から車道への飛び出し事故を防止するための安全策が講ぜら

れたものである必要があります。

栗本係員

今回の特例で、歩道などに新たに設置できる場合が増えたけど、これは全て同様に、歩行者だけじゃな

くて、車両の運転者への配慮とか、景観への配慮とかも必要だよね。
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＜特定都市道路の上空に設ける建築物等＞

栗本係員

では、特定都市道路の上空に設ける建築物等について見ていこう。これは特例道路占用制度とは全く別

のものだから混同しないようにね。まず、道路の上空に建築物を設ける場合の規制はどのようなものがあ

ったかな。

竹林係員

立体道路制度を勉強したときに覚えたんですけど、建築基準法が道路内に建築物を設けることを規制し

ているんですよね。確か、特定高架道路等以外にはダメだとか・・・。

栗本係員

よく勉強しているね。建築基準法は、日照、採光、通風等を確保するためにいろいろな規制をかけてい

るんだけど、「道路の上空は開放空間であること」を大前提として考えているんだ。だから、一定の場合

を除いて道路内に建築物を設けることを認めていないんだ。今回の都市再生特別措置法の改正により、そ

の規制の例外範囲が広がったんだよ。

竹林係員

建築基準法の道路内建築制限の緩和に伴い、占用許可対象物件も追加した、ということですね。

栗本係員

もうそこまで理解したんだ。すごいね。では、都市再生特別措置法に基づく重複利用区域の設定に際し、

都市計画を定める都道府県等から協議があった際には、どのようなことについて検討する必要があるかな。

竹林係員

非常時の避難路等や周辺地域の市街地環境に与える影響を十分に勘案し、良好な市街地環境が確保でき

るか等について検討する必要があります。

栗本係員

そうだね。では、そういうことも踏まえた上で、占用の場所は、どのような場所であれば認めることが

できるのかな。

竹林係員

道路が交差するなど通行上、特に注意を要する場所以外の場所、災害時における緊急輸送を確保するた

め必要な道路以外の道路などです。

栗本係員

そうだね。道路の上空に建築物が設置されると道路の視認性や安全等に影響を及ぼすおそれも高いこと

から、十分に検討して判断しないといけないよね。例えば、災害時に建築物が崩壊して緊急輸送を確保す

るための道路が使用できなくなっては問題だからね。

道路の安全等の問題について、特に注意しなくてはならないわけだけど、その点も踏まえて、施設の構

造等については、どのようなものでなくてはならないかな。

竹林係員

落下等により道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないと認められるものでなければなりません

し、爆発性の物件とか危険なものを貯蔵するためのものや、悪臭、騒音等を発する物件を設置するような

ものは認められません。

また、信号機、道路標識等の視認性や道路の見通しを妨げないことなども構造等の条件として必要です。

栗本係員

建築物等については、設置するために初期投資等も大きく、費用の回収だけでも相当の期間を要するか
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ら、占用者の権利を安定させるためにも、占用の期間の更新が求められた際には、当該占用を継続させる

ことができない特別の事由がない限り更新を許可することとされているけど、この特別の事由とはどのよ

うなものかな。

竹林係員

建築物が老朽化して道路にコンクリートが落下するおそれが生じているにもかかわらず適切な対応がと

られない場合や、都市計画が変更されたことにより当該施設が計画に適合しなくなった場合等です。

栗本係員

そうだね。そういう管理上の問題等もあるし、都市再生特別地区に関する都市計画が変更になった場合

等に監督処分を行う場合等も想定して、占用許可条件には、一般的な条件のほかに、道路管理上必要を生

じた場合において、道路管理者が施設内に立ち入ることを妨げないこと、第三者に賃貸しようとする場合

は、事前に道路管理者へ報告をすること、道路の構造又は交通に支障を及ぼす改修等を行う場合には、事

前に道路管理者と協議し、必要に応じ変更の許可を受けることなどの条件を付すこととしているんだよ。

＜その他留意事項＞

渡邊課長

ずいぶんと熱心に勉強しているね。都市再生特別措置法の改正に伴う道路占用の取扱い等についてだね。

栗本係員

はい。道路法施行令の改正によって、新たに占用許可対象物件の追加等がありましたので、ちゃんと勉

強しておこうと思いまして。

渡邊課長

栗本君もずいぶんと成長してきているようだね。

栗本係員

そうですよ。もうここに来てずいぶんと経ちますからね。

渡邊課長

では、ちょっと聞いてもいいかな。特例道路占用制度についてだけど、もし、都市再生整備計画が変更

や廃止された場合については、占用許可はどうなるのかな。

竹林係員

占用許可の更新を認めないこととなります。

渡邊課長

そうだね。でも、変更や廃止が、もし占用許可期間内だった場合はどうなるんだろう。都市再生整備計

画の変更や廃止と、道路占用許可期間の満了が合致しない場合もあるかもしれないよね。

栗本係員

そうなると、占用特例の基準を満たさないことになりますので、そこで占用許可も廃止等の措置を採ら

なくてはならないかと思いますが…。

渡邊課長

通常の占用許可の場合を考えてみようか。無余地性の基準を満たしているので占用を許可した後、たま

たま道路脇のビルが取り壊されて空き地ができた場合、そこに占用物件を移転する「余地」ができるよね。

でも、そのような場合に一義的に許可の取り消しは行っていない。それと同様に、占用許可後の都市再生

整備計画の変更又は廃止をもって、一義的には許可の取り消しを行うことは妥当ではないと考えるべきだ

よね。もっとも、食事施設等の設置により交通に著しい支障が発生し、そのために都市再生整備計画が改
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正された場合には許可の廃止をするべきだよね。いずれにしても、都市再生整備計画が変更又は廃止にな

ったときには、個別に検討しなければならないから気をつけるんだよ。

竹林係員

分かりました。都市再生整備計画が変更又は廃止されたからといって、一律に許可を取り消せばよいと

いうものではないんですね。

渡邊課長

そうだね。いずれにしても、その状態が道路交通に支障を及ぼしているのかどうか等について、個別に

検討しなくてはならないということだよね。

栗本係員

ところで、占用許可を与える際の条件については、この通達に記載されている条件以外を付与すること

はできないのですか。

渡邊課長

そんなことはないよ。通達で記載されているものは、必要に応じて付す条件として、特に記載されてい

るものであって、これ以外にも個別の事情等により追加すべき事項があれば、各道路管理者の判断により

許可条件を追加する必要があるから、それぞれの道路の状況等も勘案し占用の許可の条件については検討

しなくてはならないんだよ。

栗本係員

それぞれの場所や、都市再生整備計画において求める内容にも違いがありますからね。

渡邊課長

そういうことだね。

栗本係員

ところで、課長。これから都市再生整備計画が策定され、特例道路占用区域を設定する地区も出てくる

かと思うのですが、これからの業務の参考のために、どのような場所が候補になるか、ある程度自分たち

でも現場を見て検討しておく必要があるかと思うのですが。

渡邊課長

どうしたんだい？栗本君にしては珍しくずいぶんと熱心なご様子だけど。

竹林係員

課長、騙されたら駄目ですよ。どうせ、そのついでに飲みに行きましょうって言いたいだけなんですよ。

栗本係員

竹林さんは酷いなぁ。新しい取組だから、そういう検討もしておいた方がいいと思っているだけなんだ

よ。

竹林係員

そうなんですか。なら、現場の確認だけでそのまま帰ってもいいんですね。

栗本係員

いや、まあ、それは…。そうそう。食事施設等が設置されるとなると沿道の飲食店とかが占用主体とな

ることもあるだろうから、その食事施設がどのような店舗なのかも見ておいた方がいいと思うんだよね。

そうなると、やっぱり一度じっくりと店の中も確認しないといけないし…。うん、そうそう。そうすると、

やっぱり何もせずに帰ってくるわけにもいかないから…。

竹林係員

栗本さん。言い訳が長いです。
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渡邊課長

ははは。竹林さんは厳しいね。まあ、そういうのもいいでしょう。では、今日にでもちょっと視察に行

きますか。

栗本係員

はい！ちょうど、特例道路占用区域の候補として思いつく場所がありますので、そこにしましょう。

竹林係員

栗本さんは本当に調子いいんですから。

資料 1

道路法施行令（昭和二十七年十二月四日政令第四百七十九号）
（道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等） 
第七条　法第三十二条第一項第七号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
一～五　（略）
六　高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第三十三条第二項第一号に規定する高速
自動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地（以下「特定連結路附属地」という。）に設
ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設（第十一号に掲げる施設を除く。）でこれら
の道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
七　（略）
八　次に掲げる道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動
車駐車場
イ　都市計画法第八条第一項第三号の高度地区（建築物の高さの最低限度が定められているもの
に限る。）及び高度利用地区並びに同項第四号の二の都市再生特別地区内の高速自動車国道又
は自動車専用道路
ロ　都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第三十六条の三第一項に規定する特定都
市道路（イに掲げる道路を除く。）

九・十　（略）

資料 2

道路法施行令（昭和二十七年十二月四日政令第四百七十九号）
（食事施設等の占用の場所に関する基準） 
第十一条の七　法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第六号に掲げる施設（以下
この条及び第十二条において「食事施設等」という。）に関する法第三十三条第一項の政令で定める
基準は、食事施設等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であることとする。
一　食事施設等の道路の区域内の地面に接する部分は、車道以外の道路の部分にあること。
二　自転車道、自転車歩行車道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構
造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該食事施設等を設けたときに自転車又は歩行者が
通行することができる部分の一方の側の幅員が道路構造令（昭和四十五年政令第三百二十号）第
十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員であること。

２　第十条第一号（ロ及びハに係る部分に限る。）及び第二号から第五号までの規定は、食事施設等
について準用する。
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資料 3

都市再生特別措置法（平成十四年四月五日法律第二十二号）
（都市再生整備計画） 
第四十六条　（略）
２～９　（略）
10　第二項第三号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第四号に掲げる事項には、道路法
第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設、工作物又は物件（以下「施設等」
という。）のうち、都市の再生に貢献し、道路（同法による道路に限る。第六十二条において同じ。）
の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置（道路交通環境の維
持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せ
て講じられるものに限る。）であって、同法第三十二条第一項又は第三項の許可に係るものに関す
る事項を記載することができる。
11 ～ 17　（略）

資料 4

都市再生特別措置法施行令（平成十四年五月三十一日政令第百九十号）
（都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等） 
第十四条　法第四十六条第十項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
一　広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
二　食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資す
るもの
三　道路法施行令（昭和二十七年政令第四百七十九号）第十一条の九第一項に規定する自転車駐車
器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの

資料 5

都市再生特別措置法（平成十四年四月五日法律第二十二号）
第六十二条　都市再生整備計画の区域内の道路の道路管理者は、道路法第三十三条第一項の規定にか
かわらず、都市再生整備計画の計画期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第四十六条第十
項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用（同法第三十二条第二項第一号に規定する道路
の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く。）で次に掲げる要件のいずれにも該
当するものについて、同法第三十二条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一　道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路区域内に設けられる施設等（当該指定に係る種
類のものに限る。）のためのものであること。
二　道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。
三　その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するも
のであること。

２　道路管理者は、前項第一号の道路の区域（以下この条において「特例道路占用区域」という。）
を指定しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴くとともに、当該特例道路占用区域を
管轄する警察署長に協議しなければならない。
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３　道路管理者は、特例道路占用区域を指定するときは、その旨並びに指定の区域及び施設等の種類
を公示しなければならない。
４　前二項の規定は、特例道路占用区域の指定の変更又は解除について準用する。
５　第一項の許可に係る道路法第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定に適用については、同
法第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、都市再生特別措置法第四十六条第十項
の措置を記載した書面を添付して、」と、同法第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあ
るのは「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。

資料 6

都市再生特別措置法施行令（平成十四年五月三十一日政令第百九十号）
（安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準） 
第十八条　法第六十二条第一項第三号の政令で定める基準は、第十四条第一号に掲げる施設等につい
ては、次のとおりとする。
一　自転車道、自転車歩行車道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構
造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該工作物を設けたときに自転車又は歩行者が通行
することができる部分の一方の側の幅員が道路構造令（昭和四十五年政令第三百二十号）第十条
第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員であること。
二　広告塔又は看板の表示部分を車両（道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第二条第一項第
八号に規定する車両をいう。）の運転者から見えにくくするための措置が講ぜられていること。

資料 7

都市再生特別措置法（平成十四年四月五日法律第二十二号）
（都市再生整備計画） 
第四十六条　（略）
２～ 10　（略）
11　市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当
該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する道路管理者（道路法第十八条第一項に規
定する道路管理者をいう。以下同じ。）及び都道府県公安委員会に協議し、その同意を得なければ
ならない。
12 ～ 17　（略）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF65e57d4c537052377528>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


